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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年４月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月１３日 ０３時０５分ごろ 

発生場所 長崎県平戸
ひ ら ど

市的山
あ づ ち

大島北西方沖 

 的山大島長崎鼻灯台から真方位２６４°１.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３０.４′ 東経１２９°３１.２′） 

事故の概要  瀬渡船玄海
げんかい

は、北西進中、また、プレジャーボートYakka
ヤ ッ カ

 Sea
シ ー

は、

錨泊中、両船が衝突した。 

 Yakka Sea は、船長が負傷し、右舷船尾部外板の亀裂等を生じ、ま

た、玄海は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１１月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 瀬渡船 玄海、９.１トン 

ＮＳ２－２３０７５（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.０９ｍ（Lr）×３.１６ｍ×１.０２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３８２kＷ、昭和６２年４月 

第２９０－３０４０７号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート Yakka Sea、５トン未満 

   ２４１－１６５６２長崎、個人所有 

   ５.３３ｍ（Lr）×２.０７ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６６kＷ、平成１１年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成４年１０月２２日 

    免許証交付日 平成２４年９月２４日 

           （平成２９年１０月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２２年３月２日 

    免許証交付日 平成２６年１０月７日 

           （平成３２年３月２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ）  

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に亀裂、オーニングの破損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 南流約０.５ノット（kn） 

月没時刻：０４時５１分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客５人を乗せ、瀬渡しの目

的で、法定灯火を表示し、平成２８年１１月１３日０２時３０分ごろ

的山大島西岸沖に向けて平戸市田平
た び ら

港を出港した。 

Ａ船は、的山大島南西端の馬
うま

ノ頭
のかしら

鼻沖でレーダーを１.７５Ｍから

０.５Ｍレンジに変更し、同鼻北東方付近で釣り客３人を瀬渡しした

後、同島北西岸沖の貝瀬
か い せ

と称する岩場（北側から順に中貝瀬、大貝瀬

及び小貝瀬と呼称）に向け、約２０knの速力（対地速力、以下同

じ。）で航行した。 

船長Ａは、大貝瀬の東方沖で約１３knの速力とし、慣れた海域なの

で目視により見張りを行いながら左転した際、船首方の中貝瀬東方沖

に１隻の‘強い照明灯をつけた釣り船’（以下「Ｃ船」という。）を認

めた。 

 船長Ａは、Ｃ船の居る場所が瀬渡し場所に近づく際の妨げとなるの

で、Ｃ船に接近したら探照灯を照らし、マイクでＣ船に対して移動し

てもらうように伝えなければならないと考えながら的山大島北西方沖

を中貝瀬に向けて北西進した。 

Ａ船は、０３時０５分ごろ、船長Ａが、船首部に「カシャ」という

音と軽い振動を感じたので、流木等に当たったものと思い、速力を落

として後方を確認したところ、ＧＰＳプロッターの明かりらしきもの

が見えたので、Ｂ船に衝突したことに気付き、反転してＢ船の近くま

で戻った。 

Ａ船は、船長Ａが、海上保安庁に本事故の発生を通報し、来援した

巡視艇の指示により、的山大島の大島港に帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で、貝瀬に向けて佐

賀県伊万里
い ま り

港を出港した。 

船長Ｂは、小貝瀬南方沖で錨泊して釣りを行い、日没時、後部甲板

用の照明としてオーニングの船尾側フレームへ３個の電池式ＬＥＤ型

照明器を斜め約４５°下向きに取り付け、さらにオーニングの両舷側

に電池式ＬＥＤ型ランタンをそれぞれ１個ずつ取り付けて点灯し、釣

りを続けた。 

Ｂ船は、中貝瀬東方沖に移動した後、再び釣り場を移動するために

後部甲板用の照明灯をつけたまま、白色の全周灯と両色灯を表示し、

大貝瀬の東側から北側沖を探索した後、大貝瀬北方沖で船首から錨を

入れ、船首を北方に向けて錨泊した。 
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船長Ｂは、バッテリが消耗しないように全周灯と両色灯を消し、 

後部甲板中央部に置いた椅子に腰を掛け、時折周囲を確認しながら右

舷船尾付近から出した釣りざおを見ながら釣りを行っていたところ、

大貝瀬東方沖に北進するＡ船を認めた。 

船長Ｂは、Ａ船が左転してＢ船の方に向かってきたものの、後部甲

板用の照明灯をつけているので、いずれＢ船に気付いてＢ船を避けて

くれるものと思った。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船の接近状況を見ていたところ、Ａ船にＢ船

を避ける気配がなかったので、危険を感じ、頭に付けていたヘッドラ

イトを振ってＡ船に注意を喚起したが、その右舷船尾部にＡ船の右舷

船首部が衝突した。 

船長Ｂは、衝突時の衝撃で左舷側に倒れ、頭部等に痛みを感じた。 

Ｂ船は、来援した巡視艇の指示に従って大島港に入港し、Ａ船と共

に巡視艇職員の調査を受けた後、伊万里港に帰港した。  

船長Ｂは、佐賀県佐賀市内の病院で受診し、５日間の安静加療を要

する頭部打撲、顔面打撲及び挫傷並びに頸椎捻挫と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の状況、写真２ Ａ船

の損傷状況、写真３ Ｂ船の状況、写真４ Ｂ船の損傷状況 参

照） 

 その他の事項 Ａ船の操舵室左舷側にいた釣り客の１人は、Ａ船が大貝瀬北方沖を

北西進中、Ｃ船の存在には気付いていたが、Ｂ船には気付いていなか

った。 

Ｂ船は、水深約２０ｍの場所において、船首から錨（約７kg）を投

入し、錨索を約４０ｍ繰り出していた。 

船長Ｂは、本事故当時、有効な音響による信号を行うことができる

手段を講じていなかった。 

Ｃ船は、本事故当時、白色の全周灯を表示していたほか、同全周灯

付近に設置したＬＥＤ型灯火（１２Ｖ、３０Ｗ）で船体全体を照明す

るとともに、ソーラー蓄電式赤色回転灯（６Ｖ、６Ｗ）を点灯して他

船にＣ船の存在が分かるようにしていた。 

船長Ｃは、大貝瀬北方沖で錨泊していたＢ船の照明灯を認めてい

た。 

貝瀬は、釣り人や釣り船が多く訪れる場所であり、本事故当時、 

Ｂ船及びＣ船が付近海域で錨泊していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、的山大島北西方沖を北西進中、船長Ａが、レーダー等を利

用して適切な見張りを行っていなかったことから、前路で錨泊中のＢ
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船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａ及び釣り客Ａは、共にＢ船に気付いていなかったことから、

Ｂ船の後部甲板用の照明灯が背景のＣ船の明かりに紛れていた可能性

があると考えられる。 

Ｂ船は、大貝瀬北方沖で錨泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向けて航行して

来るＡ船を認めた際、Ｂ船が後部甲板用の照明灯をつけており、Ａ船

がいずれＢ船に気付いてＢ船を避けてくれるものと思っていたとこ

ろ、Ａ船にＢ船を避ける気配がなかったので、ヘッドライトを振って

注意喚起を行ったものの、Ａ船が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、錨泊中であったことから、白色の全周灯を表示しなければ

ならなかったが、本事故当時、同全周灯を表示していたとしても背景

のＣ船の明かりに紛れていた可能性があると考えられる。 

船長Ｂが、有効な音響による信号を行うことができる措置を講じて

いれば、Ｂ船に向けて航行して来るＡ船を認めた際、注意を喚起する

信号を行うことができ、船長ＡがＢ船の存在に気付いた可能性がある

と考えられる。 

原因 本事故は、夜間、的山大島北西方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ

船が錨泊中、船長Ａが、適切な見張りを行っていなかったため、前路

のＢ船に気付かずに航行し、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・状況に適した全ての手段（レーダー等）により、常時適切な見張

りを行うこと。 

・夜間に錨泊する際には、法定灯火を表示すること。 

・長さ１２ｍ未満の船舶は、汽笛及び号鐘を備えない場合、有効な

音響による信号を行うことができる措置を講じておくこと。 
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写真１ Ａ船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況 
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写真３ Ｂ船の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 損傷箇所 

 

 

 


